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兵 庫 労 働 局

令和６年５月１５日（水）



■はじめに～労働局・厚生労働事務官とは～

地域における労働行政の総合的機関として、雇用の安定
や誰もが健康で働きやすい職場の実現などを目指しており、
「労働分野の専門家」として求められるサービスの提供に
努めています。
労働局の果たすべき責任は重いものですが、その分やり

がいがあり、関連する様々な業務を経験し、自らの専門性
を磨くことができます。
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■兵庫労働局は、厚生労働省の地方機関です。
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■下部組織として

労働基準監督署と公共職業安定所（ハローワーク）

の働く方を直接支援する第一線機関を有しており、

この二つの組織をうまく運営・機能させ、国民の期

待に応えることが、労働局の使命です。

厚生労働省

兵庫労働局

労働基準監督署
公共職業安定所
（ハローワーク）



■兵庫労働局の役割は大きく４つあります。
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①求職者に対する就職支援、企業への人材のあっせん（職業安定行政）、②労働時間や賃金等の労働条件の確
保・改善（労働基準行政）、③働く上で必要な能力の向上（職業能力開発行政）、④働き方改革、女性の活躍推
進（雇用均等行政）など、「働く」ということに関連する様々な行政分野を総合的・一元的に運営しながら、地
域に密着した労働行政を担っています。
地域の総合労働行政機関として、仕事を探している人、働く人、事業を行っている人などと広く接し、様々な

相談への対応、課題の解決に取り組んでいます。

職業安定行政

職業安定部・ハローワーク

職業能力開発行政
職業安定部訓練室・ハローワーク

労働基準行政

（労働基準部・労働基準監督署）

職業安定行政
（職業安定部・ハローワーク）

職業能力開発行政
（職業安定部・ハローワーク）

雇用環境・均等行政
（雇用環境・均等部）
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香 住 出 張 所

八 鹿 出 張 所

篠 山 出 張 所

相 生 出 張 所

赤 穂 出 張 所

伊 丹 公 共 職 業 安 定 所

姫 路 公 共 職 業 安 定 所

安 全 課

健 康 課

淡 路 労 働 基 準 監 督 署職 業 対 策 課

需 給 調 整 事 業 課

訓 練 室

■兵庫労働局の組織について（概要）

総 務 部 総 務 課

労 働 保 険 徴 収 課 神 戸 東 労 働 基 準 監 督 署

神 戸 公 共 職 業 安 定 所

企 画 課

相 生 労 働 基 準 監 督 署

加 古 川 公 共 職 業 安 定 所

灘 公 共 職 業 安 定 所

西 宮 公 共 職 業 安 定 所

尼 崎 公 共 職 業 安 定 所

賃 金 室

神 戸 西 労 働 基 準 監 督 署

労 災 補 償 課

西 神 公 共 職 業 安 定 所

西 脇 公 共 職 業 安 定 所

龍 野 公 共 職 業 安 定 所

洲 本 公 共 職 業 安 定 所

柏 原 公 共 職 業 安 定 所

明 石 公 共 職 業 安 定 所

豊 岡 公 共 職 業 安 定 所

和 田 山 分 室

指 導 課

監 督 課

雇 用 環 境 ・ 均 等 部

労 働 基 準 部

職 業 安 定 部 職 業 安 定 課

神 戸 港 労 働 出 張 所

三 田 出 張 所

兵
庫
労
働
局
長

尼 崎 労 働 基 準 監 督 署

姫 路 労 働 基 準 監 督 署

伊 丹 労 働 基 準 監 督 署

西 宮 労 働 基 準 監 督 署

加 古 川 労 働 基 準 監 督 署

西 脇 労 働 基 準 監 督 署

但 馬 労 働 基 準 監 督 署

兵庫労働局には
①総務部
②雇用環境・均等部
③労働基準部（下部組織に労働基準監督署）
④職業安定部（下部組織にハローワーク）があります。

※厚生労働省と労働基準監督署又は
ハローワークとのパイプ役となっています。

訓 練 課



兵庫労働局、
労働基準監督署及び
公共職業安定所（ハローワーク）
の所在地

6

丹波篠山市郡家４０３-１１

〒662-0911 西宮市池田町13-3 JR西宮駅南庁舎
(0798) 22-8600



■兵庫労働局では、
３つの職種の職員が働いています。
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国家公務員一般職試験 労働基準監督官試験
（専門職試験）

労働基準監督署ハローワーク

厚生労働事務官

事務官(安定) 労働基準監督官事務官(基準)

※現在は採用を行っていない厚生労働技官という職種もあります。



■厚生労働事務官の概要について

厚生労働事務官（安定）
・主としてハローワークで勤務

・職業相談・職業紹介業務

（職業訓練の受講あっせん等含む）

・雇用保険業務

・庶務業務
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・労働局における企画立案 ・会計、人事等の庶務業務
・労働保険適用徴収業務 ・雇用環境・均等業務

どちらも行うことのある業務

厚生労働事務官（基準）

・主として労働基準監督署で勤務

・労災保険業務

・庶務業務



厚生労働事務官（安定）が配属される可能性のある部署

厚生労働事務官（基準）が配属される可能性のある部署

厚生労働事務官（安定）及び厚生労働事務官（基準）の双方が
配属される可能性のある部署

■厚生労働事務官の配置について

総 務 部 総 務 課 労働局内の総合調整、人事・会計・給与などの事務

労 働 保 険 徴 収 課 労働保険料（労災保険＋雇用保険）の徴収などの事務

兵

庫

労

働

局

雇 用 環 境 ・ 均 等 部 企 画 課

指 導 課

労 働 基 準 部 監 督 課

安 全 課

健 康 課

賃 金 室

労 災 補 償 課

職 業 安 定 部 職 業 安 定 課

職 業 対 策 課

需 給 調 整 事 業 課

訓 練 課

第 一 方 面 主 任 監 督 官

業 務 課

労 災 課

庶 務 課

雇 用 保 険 適 用 課

雇 用 保 険 給 付 課

各 労 働 基 準 監 督 署

各公共職業安定所 （ハローワーク） 求 人 部 門

学 卒 部 門

専 門 援 助 部 門

職 業 相 談 部 門

※ ハローワークの規模により異なる場合があります。

※ 労働基準監督署の規模により異なる場合があります。

第 四 方 面 主 任 監 督 官

第 二 方 面 主 任 監 督 官

第 三 方 面 主 任 監 督 官

安 全 衛 生 課

9

施策の企画・立案、広報、関係機関との連携などの事務

男女雇用機会均等の確保、育児・介護休業制度等の
周知及び指導、パワハラ・セクハラに関する啓発及び
指導などの事務

被災労働者に対する労災保険給付、社会復帰促進等
事業などの事務

高齢者、障害者など就職困難者に対する職業紹介、職業
指導、雇用管理の改善などの事務

職業紹介、職業指導、雇用保険の適用・給付などの事務

労働力需給調整事務に関する許可・届出、指導監督、相談
などの事務

公的職業訓練受講希望者に対する職業訓練の受講あっせん、
ジョブカード制度や技能検定の実施に関する周知及び啓発
などの事務



■厚生労働事務官（基準）の業務内容について

厚生労働事務官（基準）は、主として労働基準行
政の第一線機関である労働基準監督署で勤務しま
す。
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■厚生労働事務官（安定）の業務内容について

厚生労働事務官（安定）は、主として職業安定・
人材開発行政の第一線機関であるハローワークで
勤務します。

☆注意☆

現在、採用を行っている厚生労働事務官（安定）について
は、「共通採用事務官」や「事務官（共通）」と表現されて
いる場合もありますが、すべて同一の意味です。

過去の採用経緯から「共通」というものが残っているだけ
であり、労働基準監督署とハローワークの業務を共通して行
うという意味ではありません。
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■研修について
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１年目は配属後に労働行政の基本的知識や接遇等に関する研修を行ってます。
その後は全国の労働局で勤務する方と一緒に受講する係長・課長などの役職に応じた研修や、労災

業務・職業相談業務などの業務内容に応じた研修が４０種類以上用意されています。
また、兵庫労働局独自の研修としても、役職や配属部署に応じた研修（労災補償業務基礎研修や雇

用保険関係業務研修、職業相談関係研修等）も行い、業務に必要な知識等を習得できます。

兵庫労働局では業務の知識等を身に付けることができる機会を多く設けているため、労働分野の専
門家になるための研修制度は非常に充実しています。



兵庫労働局に採用

兵庫労働局での勤務となり、原則２～３年ごとに兵庫労働局内の各部署や

労働基準監督署又はハローワークでの勤務となります。

■異動について
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※採用労働局以外での勤務を希望する場合は、一定の期間、採用ブロック内（関西ブロック）の他の労働局
（滋賀、京都、大阪、奈良、和歌山）で勤務することができる場合があります。

※上記は現時点での異動ルールとなりますので、今後変更となる可能性があります。



■採用実績について
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試験年度 厚生労働事務官（安定） 厚生労働事務官（基準）

令和２年
２６名

（うち、女性１０名）
６名

（うち、女性３名）

令和３年
２９名

（うち、女性１４名）
７名

（うち、女性１名）

令和４年
２８名

（うち、女性１２名）
６名

（うち、女性５名）

令和５年
３４名

（うち、女性１１名）
１０名

（うち、女性６名）

。



■よくあるご質問に対する回答

①労働行政に関する専門的な知識は必要ですか。
採用時に特別な知識は必要ありませんが、労働行政は国民生活に密着し、国民からの関心も高く、

新聞などに話題が取り上げられることが多いため、労働行政を志望する皆さんにも幅広く関心を

持ってほしいと思います。

②兵庫労働局が求める人物像
「困難に直面している人の手助けをしたい」という気持ちのある人物を求めます。法律等を重ん

じながらも、思いやりを持って相手と接することが大切です。

また、素直さや誠実さも大切になってくるのではないでしょうか。一緒に働く仲間として、互い

に協力しながら、成長していけたらと思います。

③WLB（ワークライフバランス）は充実しているか
兵庫労働局ではマンスリー休暇として月１回は年次有給休暇を取得するように取り組んでおり、

毎月の取得予定を各職員が決めています。

また、育児休業等の取得を含めてWLBは非常に充実しています。
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ご清聴ありがとうございました
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